
 

 

長期履修学生制度について 

 

保健学研究科保健学専攻では、長期履修学生制度を導入しています。制度利用を希

望される方は、指導教員と充分相談の上、以下のとおり申請してください。 
 

長期履修学生制度とは 

   職業を有している等の事情により、標準修業年限（博士前期課程２年、博士 
後期課程３年）で修了することが困難な場合、標準修業年限を超えて一定の 
期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了する制度。 

 
 対象者：（１）有職者（就職予定者）で、業務のため、学修及び研究指導を受ける 

時間に著しく制約を受ける者 
     （２）家事、育児、介護等に従事するため、学修及び研究指導を受ける 

時間に著しく制約を受ける者 

     （３）その他、長期履修学生制度の適用に足る事由を保健学研究科会議に 
おいて認められた者 

 長期履修期間：前期課程では標準修業年限に１年又は２年を加えた期間。 

        後期課程では標準修業年限に１年～３年を加えた期間。 

        （ただし、在学期間は標準修業年限の２倍の期間を超えることは 

        できない。） 

 申請期間：２０２２年２月２３日（水）～２０２２年３月４日（金） 

 下記提出出書類を、期間内に学務課大学院係に提出してください。 

 
 提出書類：（１）長期履修学生制度申請書 

      （２）研究指導計画書の写し 

      （３）職業を有している者については在職を証明する書類 

      （４）その他保健学研究科教務委員会が必要と認めた書類 

※提出書類（１）と（２）の様式は、教務システムのお知らせのほか、保健学研究科ホーム 

ページ「お知らせ」https://www.health.gunma-u.ac.jp/?page_id=359 からもダウンロードできます

。 

  

 

 申請書類の提出先：〒371-8511 前橋市昭和町３－３９－２２ 

          群馬大学昭和地区事務部学務課大学院係 

          Tel 027-220-7804 Fax 027-220-7798 
 

 ※長期履修学生期間の授業料年額は、規定の授業料年額に標準修業年限数を乗じて得た額を長

期履修学生として許可された在学年限数で除した額となります。 

https://www.health.gunma-u.ac.jp/?page_id=359

